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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　種々の診断対象に関して予め作成されるシェーマを表示する表示ユニットと、
　表示された前記シェーマを変形する指示を入力するための入力ユニットと、
　前記指示に基づいて表示された前記シェーマを変形させることで、医療用レポートに用
いるレポート用シェーマを生成する生成ユニットと、
　生成されたレポート用シェーマを、医療用レポートと対応付けて記憶する記憶ユニット
と、
　を具備することを特徴とする医療用レポート作成システム。
【請求項２】
　図形を積層した多層構造を有するシェーマを表示する表示ユニットと、
　表示された前記シェーマを変形する指示を入力するための入力ユニットと、
　前記指示に基づいて前記多層構造を有するシェーマの少なくとも一つの層における前記
図形の形状を変形させることで、医療用レポートに用いるレポート用シェーマを生成する
生成ユニットと、
　生成されたレポート用シェーマを、医療用レポートと対応付けて記憶する記憶ユニット
と、
　を具備することを特徴とする医療用レポート作成システム。
【請求項３】
　血管を模した図形であるシェーマを表示する表示ユニットと、
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　表示された前記シェーマを変形する指示を入力するための入力ユニットと、
　前記指示に基づいて前記血管を模したシェーマを変形させることで、医療用レポートに
用いるレポート用シェーマを生成する生成ユニットと、
　生成されたレポート用シェーマを、医療用レポートと対応付けて記憶する記憶ユニット
と、
　を具備することを特徴とする医療用レポート作成システム。
【請求項４】
　前記シェーマは、人体の血管を模した図形であり、
　前記生成ユニットは、前記図形の変形によって血管壁の疾患が表された前記レポート用
シェーマを生成すること、
　を特徴とする請求項１又は２記載の医療用レポート作成システム。
【請求項５】
　前記シェーマは、少なくとも診断対象の形状が示された図形が積層された多層構造を有
するものであり、
　前記生成ユニットは、前記多層のそれぞれを診断対象の特徴的部位に対応させ、少なく
とも一つの層における前記図形の形状を変形することで、前記レポート用シェーマを生成
すること、
　を特徴とする請求項１又は３のうちいずれか一項記載の医療用レポート作成システム。
【請求項６】
　前記多層構造のそれぞれの層は、互いに異なる色又は模様が付されていることを特徴と
する請求項５記載の医療用レポート作成システム。
【請求項７】
　多層構造を有する前記シェーマの前記図形の積層数を指定する指定ユニットをさらに具
備し、
　前記表示ユニットは、前記指定ユニットによって指定された積層数に従って、多層構造
の前記シェーマを表示すること、
　を特徴とする請求項５又は６記載の医療用レポート作成システム。
【請求項８】
　前記多層構造の各層の上下関係を指定するための指定ユニットをさらに具備し、
　前記表示ユニットは、前記指定された上下関係に従って前記シェーマを表示すること、
　を特徴とする請求項５乃至７のうちいずれか一項記載の医療用レポート作成システム。
【請求項９】
　前記表示ユニットは、前記形状に沿って離散的に配置された複数の点を表示し、
　前記生成ユニットは、前記入力ユニットを介した指示に従って前記複数の点の少なくと
も一つを移動させることで、表示された前記シェーマを変形すること、
　を特徴とする請求項１乃至８のうちいずれか一項記載の医療用レポート作成システム。
【請求項１０】
　前記形状に沿って離散的に配置された前記複数の点の数を指定する指定ユニットをさら
に具備し、
　前記表示ユニットは、前記指定ユニットによって指定された数に従って、前記形状に沿
って離散的に配置された前記複数の点を表示すること、
　を特徴とする請求項９記載の医療用レポート作成システム。
【請求項１１】
　前記生成ユニットは、前記複数の点の少なくとも一つの移動に基づいて表示された前記
シェーマを変形した後、スプライン補間その他のスムージングのための処理を行う特徴と
することを特徴とする請求項９又は１０記載の医療用レポート作成システム。
【請求項１２】
　前記生成ユニットは、表示された前記シェーマに対する変形の他、当該シェーマに所定
の色彩及び模様の少なくとも一方を付することで、前記レポート用シェーマを生成するこ
とを特徴とする請求項１乃至１１のうちいずれか一項記載の医療用レポート生成システム
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。
【請求項１３】
　前記予め作成されたシェーマ、前記レポート用シェーマ、及び前記レポート用シェーマ
生成までに前記表示ユニットに表示される変形処理後の前記シェーマのいずれかに対して
、所望の位置を指定する指定ユニットをさらに具備し、
　前記生成ユニットは、前記予め作成されたシェーマ、前記レポート用シェーマ、及び前
記レポート用シェーマ生成までに前記表示ユニットに表示される変形処理後の前記シェー
マを用いて、指定された前記所望の位置関する断面を生成し、
　前記表示ユニットは、生成された前記断面を表示すること、
　を特徴とする請求項１乃至１２のうちいずれか一項記載の医療用レポート作成システム
。
【請求項１４】
　マニュアル操作により、前記シェーマに所望の図形、文字、模様、色彩の少なくともい
ずれかを記入するための記入ユニットをさらに具備し、
　前記生成ユニットは、前記記入された図形、文字、模様、色彩の少なくともいずれかを
含む前記レポート用シェーマを生成すること、
　を特徴とする請求項１乃至１３のうちいずれか一項記載の医療用レポート作成システム
。
【請求項１５】
　種々の診断対象に関して予め作成されるシェーマを表示する表示ユニットと、
　表示された前記シェーマを変形する指示を入力するための入力ユニットと、
　前記指示に基づいて表示された前記シェーマを変形させることで、医療用レポートに用
いるレポート用シェーマを生成する生成ユニットと、
　生成されたレポート用シェーマを、医療用レポートと対応付けて記憶する記憶ユニット
と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１６】
　図形を積層した多層構造を有するシェーマを表示する表示ユニットと、
　表示された前記シェーマを変形する指示を入力するための入力ユニットと、
　前記指示に基づいて前記多層構造を有するシェーマの少なくとも一つの層における前記
図形の形状を変形させることで、医療用レポートに用いるレポート用シェーマを生成する
生成ユニットと、
　生成されたレポート用シェーマを、医療用レポートと対応付けて記憶する記憶ユニット
と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１７】
　血管を模した図形であるシェーマを表示する表示ユニットと、
　表示された前記シェーマを変形する指示を入力するための入力ユニットと、
　前記指示に基づいて前記血管を模したシェーマを変形させることで、医療用レポートに
用いるレポート用シェーマを生成する生成ユニットと、
　生成されたレポート用シェーマを、医療用レポートと対応付けて記憶する記憶ユニット
と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１８】
　コンピュータに医療用レポート作成を実行させるためのプログラムであって、
　前記コンピュータに、
　種々の診断対象に関して予め作成されるシェーマを表示させる表示機能と、
　表示された前記シェーマを変形する指示に基づいて、表示された前記シェーマを変形さ
せることで、医療用レポートに用いるレポート用シェーマを生成させる生成機能と、
　生成されたレポート用シェーマを、医療用レポートと対応付けて記憶させる記憶機能と
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、
　を実現させることを特徴とする医療用レポート作成プログラム。
【請求項１９】
　コンピュータに医療用レポート作成を実行させるためのプログラムであって、
　前記コンピュータに、
　図形を積層した多層構造を有するシェーマを表示させる表示機能と、
　表示された前記シェーマを変形する指示に基づいて、前記多層構造を有するシェーマの
少なくとも一つの層における前記図形の形状を変形させることで、医療用レポートに用い
るレポート用シェーマを生成させる生成機能と、
　生成されたレポート用シェーマを、医療用レポートと対応付けて記憶させる記憶機能と
、
　を実現させることを特徴とする医療用レポート作成プログラム。
【請求項２０】
　コンピュータに医療用レポート作成を実行させるためのプログラムであって、
　前記コンピュータに、
　血管を模した図形であるシェーマを表示させる表示機能と、
　表示された前記シェーマを変形する指示に基づいて前記血管を模したシェーマを変形さ
せることで、医療用レポートに用いるレポート用シェーマを生成させる生成機能と、
　生成されたレポート用シェーマを、医療用レポートと対応付けて記憶させ記憶機能と、
　を実現させることを特徴とする医療用レポート作成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば超音波診断装置に代表される医療用画像機器によって取得された画像
に基づいて医療用レポートを作成する医療用レポート作成システム等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療用画像を利用した診断（医療用画像診断）が普及している。この医療用画像
診断においては、超音波診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、磁気共鳴イメージング装置（ＭＲＩ）
等の各種検査装置（モダリティ）によって画像を収集し、収集された当該画像を読影医等
が観察することで診断が実行される。観察結果は、レポート作成システムを利用して、異
常の疑いがある部位、病名等を所見とした医療用レポートとして記録される。この様な医
療用レポートは、読影医師の手書きやワープロ等の入力による紙への記入によって作成さ
れる他、ネットワークを利用した情報の供給化を実現する電子カルテとして作成される場
合もある。
【０００３】
　一般に、この医療用レポートには、シェーマと呼ばれる図式が記入又は添付される。こ
こで、シェーマとは、画像診断における当該被検体の診断対象（例えば、頸動脈、末梢血
管や心臓など）の形態（形状、色彩、模様等）を模式的に示した図式である。従来のレポ
ート作成システム或いは超音波診断装置等のモダリティを用いたレポート作成においては
、報告書用紙に記入する場合に、血管の状態や心臓の形態等を手書きしている。また、電
子化された報告書の場合には、手書き或いは複数の典型的なシェーマパターンから選択し
て挿入している。
【０００４】
　しかしながら、従来のレポート作成においては、例えば次のような問題がある。
【０００５】
　第１に、電子化されていない従来のシステムにおけるレポート作成においては、診断画
像を確認しながら手書きにより血管等の図を作成するため、レポート作成者の作業負担が
大きいと共に、レポート作成のために時間がかかることになる。
【０００６】
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　第２に、電子化されている従来のシステムにおけるレポート作成では、図面作成ソフト
による手書きや複数の典型的な（予め作成された）シェーマパターンから選択することで
レポート用図面を作成する。係る場合においても、多大な量の中から適合するシェーマを
選択する必要があるため、レポート作成者の作業負担が大きいと共に、レポート作成のた
めに時間がかかることになる。
【０００７】
　なお、本願に関連する公知文献としては、例えば次のようなものがある。
【特許文献１】特開平４－１７１５８１号公報
【特許文献２】特開平１０－２３４７２７号公報
【特許文献３】特開２００２－３０４４６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、医療用レポート作成を、従来に比して簡
単且つ迅速に実現することができる医療用レポート作成システム、当該システムを内蔵す
る超音波診断装置、医療用レポート作成プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。
【００１０】
　請求項１に記載の発明は、種々の診断対象に関して予め作成されるシェーマを表示する
表示ユニットと、表示された前記シェーマを変形する指示を入力するための入力ユニット
と、前記指示に基づいて表示された前記シェーマを変形させることで、医療用レポートに
用いるレポート用シェーマを生成する生成ユニットと、生成されたレポート用シェーマを
、医療用レポートと対応付けて記憶する記憶ユニットと、を具備することを特徴とする医
療用レポート作成システムである。
　請求項２に記載の発明は、図形を積層した多層構造を有するシェーマを表示する表示ユ
ニットと、表示された前記シェーマを変形する指示を入力するための入力ユニットと、前
記指示に基づいて前記多層構造を有するシェーマの少なくとも一つの層における前記図形
の形状を変形させることで、医療用レポートに用いるレポート用シェーマを生成する生成
ユニットと、生成されたレポート用シェーマを、医療用レポートと対応付けて記憶する記
憶ユニットと、を具備することを特徴とする医療用レポート作成システムである。
　請求項３に記載の発明は、血管を模した図形であるシェーマを表示する表示ユニットと
、表示された前記シェーマを変形する指示を入力するための入力ユニットと、前記指示に
基づいて前記血管を模したシェーマを変形させることで、医療用レポートに用いるレポー
ト用シェーマを生成する生成ユニットと、生成されたレポート用シェーマを、医療用レポ
ートと対応付けて記憶する記憶ユニットと、を具備することを特徴とする医療用レポート
作成システムである。
　請求項１５に記載の発明は、種々の診断対象に関して予め作成されるシェーマを表示す
る表示ユニットと、表示された前記シェーマを変形する指示を入力するための入力ユニッ
トと、前記指示に基づいて表示された前記シェーマを変形させることで、医療用レポート
に用いるレポート用シェーマを生成する生成ユニットと、生成されたレポート用シェーマ
を、医療用レポートと対応付けて記憶する記憶ユニットと、を具備することを特徴とする
超音波診断装置である。
　請求項１６に記載された発明は、図形を積層した多層構造を有するシェーマを表示する
表示ユニットと、表示された前記シェーマを変形する指示を入力するための入力ユニット
と、前記指示に基づいて前記多層構造を有するシェーマの少なくとも一つの層における前
記図形の形状を変形させることで、医療用レポートに用いるレポート用シェーマを生成す
る生成ユニットと、生成されたレポート用シェーマを、医療用レポートと対応付けて記憶
する記憶ユニットと、を具備することを特徴とする超音波診断装置である。
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　請求項１７に記載された発明は、血管を模した図形であるシェーマを表示する表示ユニ
ットと、表示された前記シェーマを変形する指示を入力するための入力ユニットと、前記
指示に基づいて前記血管を模したシェーマを変形させることで、医療用レポートに用いる
レポート用シェーマを生成する生成ユニットと、生成されたレポート用シェーマを、医療
用レポートと対応付けて記憶する記憶ユニットと、を具備することを特徴とする超音波診
断装置である。
　請求項１８に記載された発明は、コンピュータに医療用レポート作成を実行させるため
のプログラムであって、前記コンピュータに、種々の診断対象に関して予め作成されるシ
ェーマを表示させる表示機能と、表示された前記シェーマを変形する指示に基づいて、表
示された前記シェーマを変形させることで、医療用レポートに用いるレポート用シェーマ
を生成させる生成機能と、生成されたレポート用シェーマを、医療用レポートと対応付け
て記憶させる記憶機能と、を実現させることを特徴とする医療用レポート作成プログラム
である。
　請求項１９に記載された発明は、コンピュータに医療用レポート作成を実行させるため
のプログラムであって、前記コンピュータに、図形を積層した多層構造を有するシェーマ
を表示させる表示機能と、表示された前記シェーマを変形する指示に基づいて、前記多層
構造を有するシェーマの少なくとも一つの層における前記図形の形状を変形させることで
、医療用レポートに用いるレポート用シェーマを生成させる生成機能と、生成されたレポ
ート用シェーマを、医療用レポートと対応付けて記憶させる記憶機能と、を実現させるこ
とを特徴とする医療用レポート作成プログラムである。
　請求項２０に記載された発明は、コンピュータに医療用レポート作成を実行させるため
のプログラムであって、前記コンピュータに、血管を模した図形であるシェーマを表示さ
せる表示機能と、表示された前記シェーマを変形する指示に基づいて前記血管を模したシ
ェーマを変形させることで、医療用レポートに用いるレポート用シェーマを生成させる生
成機能と、生成されたレポート用シェーマを、医療用レポートと対応付けて記憶させ記憶
機能と、を実現させることを特徴とする医療用レポート作成プログラムである。
【発明の効果】
【００１３】
　以上本発明によれば、医療用レポート作成を、従来に比して簡単且つ迅速に実現するこ
とができる医療用レポート作成システム、当該システムを内蔵する超音波診断装置、医療
用レポート作成プログラムを実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の説明において、略同一
の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合に
のみ行う。
【００１５】
　また、本実施形態においては、ネットワークを介して医療用画像機器と接続される単体
装置としての医療用レポート作成システムを例に説明する。しかしながら、これに拘泥さ
れず、本発明の技術的思想は、当該システムを内蔵する（又は、当該システムと同様の機
能を実現する）超音波診断装置、磁気共鳴イメージング装置、Ｘ線コンピュータ断層撮影
装置、心臓カテーテル法で用いられるＸ線診断装置等の医療用画像機器によって実現して
もよい。また、医療用ワークステーション等のコンピュータに、当該医療用レポート作成
システムと同様の機能を実行させるプログラムをインストールし、これらをメモリ上で展
開することによっても実現することができる。このとき、コンピュータに当該手法を実行
させることのできるプログラムは、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハ
ードディスクなど）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メモリなどの記
録媒体に格納して頒布することも可能である。
【００１６】
　図１は、本実施形態に係る医療用レポート作成システム１の構成を示したブロック図を
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示している。同図に示すように、本医療用レポート作成システム１は、操作部２、表示部
３、送受信部４、制御部５、画像処理部６、レポート作成部７、画像データ記憶部８、レ
ポート記憶部９、シェーマ雛形記憶部１０、シェーマ編集部１１を具備している。
【００１７】
　操作部２は、操作者からの各種指示、条件、等を当該装置１にとりこむためのトラック
ボール、各種スイッチ、マウス、キーボード等を有している。
【００１８】
　表示部３は、画像、レポート入力画面、所定の操作を行うための入力画面（例えば、後
述するシェーマ作成画面）等を所定の形態にて表示する。
【００１９】
　送受信部４は、ネットワークを介して他の装置と画像データを含む情報の送受信を行う
。
【００２０】
　制御部５は、当該医療用レポート作成システム１を構成する各ユニットを動的又は静的
に制御する。特に、制御部５は、後述するシェーマ編集処理において、シェーマ雛形記憶
部１０、シェーマ作成部１１、操作部２、表示部３等を統括的に制御する。
【００２１】
　画像処理部６は、各種医療用画像機器によって取得された画像に対し、操作部２から入
力される読影医師等の指示に基づいて、診断目的に応じた所定の画像処理を施す。この画
像処理部６での画像処理により、画像診断に用いられる画像（診断画像）が生成される。
【００２２】
　レポート作成部７は、操作部２から入力される読影医師の診断画像の観察結果に基づい
て、当該読影医師の所見を示す医療用レポートを作成する。
【００２３】
　画像データ記憶部８は、送受信部４によってネットワークを介して取得された種々の画
像データ、或いは、脱着可能な記憶媒体を介して取得した画像データを記憶する。
【００２４】
　レポート記憶部９は、レポート作成部７によって作成されたレポート、過去に作成され
たレポート、送受信部４を介して取得したレポート等を記憶する。
【００２５】
　シェーマ雛形記憶部１０は、各種診断部位（すなわち、レポート作成の対象となる撮影
部位）に関するシェーマの雛形（シェーマ雛形）を記憶する。このシェーマ雛形記憶部１
０が記憶するシェーマ雛形は、大きく単層雛形と複層雛形とに分類することができる。単
層雛形とは、少なくとも診断対象の形状が示された一層構造の図形からなるものである。
また、多層雛形とは、少なくとも診断対象の形状が示された図形が積層された多層構造を
有し、それぞれに異なる色又は模様が付されたものである。単層雛形及び多層雛形は、目
的に応じて使い分けられる。これらを用いたシェーマ編集処理については、後で詳しく説
明する。
【００２６】
　シェーマ編集部１１は、単層雛形及び多層雛形を用いたシェーマ編集処理を実行するも
のであり、シェーマ雛形に対して変形処理を施すシェーマ雛形変形処理部１１０、シェー
マ雛形又は変形されたシェーマ雛形に対してペイント処理を施すペイント処理部１１１、
診断対象の断面に関するシェーマを作成する断面作成部１１２を有している。シェーマ編
集部１１は、各構成要素において、シェーマ雛形に対し変形処理、ペイント処理等からな
る編集を行うことにより、医療用レポートに記載又は添付されるレポート用シェーマを作
成する。以下、シェーマ編集部１１が有する各構成要素について説明する。
【００２７】
　シェーマ雛形変形処理部１１０は、操作部２からの入力指示に基づいて、シェーマ雛形
記憶部１０から読み出されたシェーマ雛形に対し、当該雛形を変形する変形処理を実行す
る。この変形処理により、シェーマ雛形は、レポート作成者の望む任意の形状に変形させ
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ることができる。
【００２８】
　ペイント処理部１１１は、操作部２からの入力指示に基づいて、シェーマ雛形記憶部１
０から読み出されたシェーマ雛形、又はシェーマ雛形変形処理部１１０によって変形され
たシェーマ雛形に所定の色彩、模様、記号、文字等を付すためのペイント処理を実行する
。このペイント処理により、シェーマ雛形は、レポート作成者の望む任意の色彩等を付す
ることができる。
【００２９】
　断面作成部１１２は、表示部３に表示されるシェーマ雛形、レポート用シェーマ、及び
前記レポート用シェーマ生成までに前記表示ユニットに表示される変形処理後の前記シェ
ーマの雛形を用いて、操作部２を用いて指定された任意の位置における断面を作成する。
この断面は、当該位置における断面に関するシェーマとして用いることができる。
【００３０】
　（シェーマ編集機能）
　次に、本医療用レポート作成システム１が有する、シェーマ編集機能について説明する
。この機能は、シェーマ雛形の形状の変形、模様又は色彩の割り当てやその変更等をする
ことで、迅速且つ簡便に詳細なシェーマの作成を可能ならしめるものである。このシェー
マ編集機能を用いた処理（シェーマ編集処理）は、単層雛形を用いる場合と多層雛形を用
いる場合とがある。以下、各種雛形を用いる場合について説明する。
【００３１】
　図２は、単層雛形を用いるシェーマ編集処理の概念を説明するための図であり、頸動脈
を示す単層雛形としてのシェーマ雛形の一例を示した図である。同図に示すように、単層
雛形としてのシェーマ雛形は、頸動脈の輪郭（形状）を有する図形から構成されている。
また、当該単層雛形には、その輪郭に沿って離散的に配置された（等間隔とは限らない）
複数のポイント（点）が表示される。
【００３２】
　例えば、レポート作成者が診断画像を観察し、図２のシェーマ雛形の例えばポイントＰ
１近傍に動脈瘤が存在すると判断した場合には、当該シェーマ雛形に対して、例えばカー
ソルをポイントＰ１等に合わせてドラッグアンドドロップ操作等を行うことにより、例え
ば図３に示すような動脈瘤を有するシェーマを作成することができる。また、血管の所定
位置にプラーク等が存在する場合には、対応する部分について記号、所定の色彩等を付す
。
【００３３】
　この様に、単層雛形を用いたシェーマ編集によれば、シェーマ雛形を用いた形状の変形
、及びこれに対する色彩等の付加によって、シェーマ雛形を編集することで、所望のシェ
ーマを迅速且つ簡便に作成することができる。
【００３４】
　次に、多層雛形を用いたシェーマ編集処理について説明する。図４は、多層雛形を用い
たシェーマ編集処理の概念を説明するための図であり、頸動脈を示す多層雛形としてのシ
ェーマ雛形の一例を示した図である。同図に示すように、多層雛形としてのシェーマ雛形
は、頸動脈に対応した輪郭（形状）を有する図形が積層された多層構造を有し、各層の図
形には異なる色彩（又は模様、或いは色彩と模様との組み合わせ等）が付されたものとな
っている。なお、図４では、３層構造を有する多層雛形を例示した。しかしながら、これ
に限定されず、多層雛形の積層数は、操作部２からの所定の操作により、任意の値に設定
することができる。
【００３５】
　この多層雛形は、表面層以外の各層の色が認識できるように、その縁が少量ずれた形態
にて表示される。また、当該多層雛形では、最上層において、雛形の輪郭に沿って離散的
に配置された（等間隔とは限らない）複数のポイント（点）が表示される。
【００３６】
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　また、多層雛形を用いたシェーマ編集処理では、それぞれの層を診断部位の形状的、定
量的、定性的に特徴的な部分（例えば、外壁、内膜、プラーク（ハードプラーク、ソフト
プラーク）、動脈瘤、石灰化、肥厚、変形箇所等）に対応させる。本実施形態では、図４
、図５Ａ、図５Ｂ、図５Ｃ、図６に例示するように、多層雛形を黒色の最下層Ｌ、灰色の
中段層Ｍ、白色の最上層Ｕからなるものとし、最下層Ｌを血管外壁に、中段層Ｍをプラー
ク（又は、血管外壁と血管内腔との間の領域）に、最上層Ｕを血管内腔に、それぞれ対応
させるものとする。
【００３７】
　レポート作成者は診断画像を観察し、図４のシェーマ雛形の例えばＰ４、Ｐ５、Ｐ６、
Ｐ７の各近傍にプラークが存在すると判断した場合には、当該画像に対して、例えばカー
ソルをポイントＰ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７に合わせドラッグアンドドロップ操作等により最
上層Ｕをめくることで、例えば図５Ａに示すように中段層Ｍの表示領域がプラーク形状に
対応するシェーマを作成することができる。血管外壁の変形や血管内腔の変形についても
、同様に自層の上に重畳されている層をめくるか、自層の図形の形状を変形等することで
、それぞれを表現するシェーマを作成することができる。例えば、血管の一部が外側に盛
り上がっている形態は、図５Ｂに示すように対応する部分Ｒ１の各層の形状を血管外側に
変形することで表現することができる。また、例えば血管外壁の一部が凹んでいる形態は
、図５Ｃに示すように、対応する部分Ｒ２の最下層Ｌを血管内側に変形させることで、表
現することができる。さらに、必要に応じて、例えばソフトプラークとハードプラークと
で異なる色又は模様を割り当てることで、プラーク同士を区別することも可能である。
【００３８】
　なお、上記説明においては、対象とする層の表示領域を変更するために、その上層をめ
くる手法を採用した。しかしながら、各層の雛形の変形等を指示するための手法には限定
はなく、例えば、多層雛形の各層の輪郭に沿って離散的に複数のポイントを配置し、これ
をドラッグアンドドロップ等することでも、同様の結果を取得することができる。
【００３９】
　さらに、多層雛形を用いたシェーマ編集では、各層の間の上下関係を変更することがで
きる。例えば、図４では、血管内腔（すなわち、血液領域）が画面上最も手前に表示され
ている。この様な場合に、操作部２を用いて所定の操作を行うことで、例えば血管外壁を
画面上最も手前に表示する等、層の上下関係の変更を行うことができる。
【００４０】
　この様に、多層雛形を用いたシェーマ編集によれば、診断部位の各特徴に対応させた各
雛形を変形等することで、所望のシェーマを迅速且つ簡便に作成することができる。
【００４１】
　また、シェーマ雛形に表示される変形用のポイントは、要求に応じてその数を増減する
ことができる。これは、例えば操作部２からの入力により、制御部５が雛形に重畳させて
表示するポイント数を制御することにより実現することができる。また、同様の構成によ
り、例えば血管の枝分かれ部分にはポイントを密集させる、又は、輪郭の曲率に応じてポ
イントの数を制御すること等も可能である。さらに、ポイント等のドラッグアンドドロッ
プによって変形された形状は、観察し易い様に、例えばシェーマ雛形変形処理１１０にお
いてスプライン補間等によって補正されることが好ましい。
【００４２】
　また、本シェーマ編集機能は、編集処理の各段階において、当該シェーマの所望の位置
での断面を作成することができる。
【００４３】
　図６は、シェーマ編集機能によって実行される断面作成処理を説明するための図であり
、図５Ａに示したレポート用シェーマを用いて断面を生成する例を示している。同図にお
いて、操作部２から頸動脈に関するレポート用シェーマ上に、例えばドラッグアンドドロ
ップ等の操作により断面位置Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３を指定する。断面作成部１１２は、レポー
ト用シェーマを用いて、指定された各位置における断面を生成する。生成された断面は、
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例えば図６に示す形態にてレポート用シェーマと共に表示される。また、この断面は、必
要に応じて、断面形状に関するシェーマとして、レポートに記入又は添付することも可能
である。
【００４４】
　さらに、本医療用レポート作成システムでは、シェーマ雛形の形状の変形、色彩等の割
り当てに加えて、操作部２を介したマニュアル操作により、シェーマ雛形上に任意の図形
、文字、模様、色彩等を記入することができる。このマニュアル操作による図形等の記入
は、単独で、又はシェーマ編集機能と合わせて用いることができる。
【００４５】
　（動作）
　次に、本医療用レポート作成システム１のシェーマ編集処理を含むレポート作成におけ
る動作について説明する。本実施形態では、説明を具体的にするため、超音波診断装置に
よって取得された超音波画像を用いたレポート作成を例とする。しかしながら、これに拘
泥されず、超音波診断装置以外の医療用画像機器によって取得された画像を用いてレポー
ト作成する場合でも、本実施形態は適用することが可能である。
【００４６】
　図７は、シェーマ編集処理を含むレポート作成において実行される各処理の流れを示し
たフローチャートである。同図に示すように、まず、超音波診断装置を用いて超音波画像
が取得され、ネットワークを介して画像データ記憶部８に記憶される（ステップＳ１）。
読影医師は、所定患者の超音波画像再生し（ステップＳ２）、患者情報、診断対象部位等
を含む検査種情報を入力すると共に（ステップＳ３）、操作部２からの指示により所定の
画像処理を施すことで、診断画像を決定する（ステップＳ４）。
【００４７】
　次に、読影医師は、診断画像の観察結果を所見として記入すると共に、既述のシェーマ
編集機能を用いて、レポート用シェーマの作成を行う（ステップＳ５、ステップＳ６）。
ステップＳ６におけるレポート用シェーマ作成の流れの一例を図８に示した。なお、同図
において、ステップＳ６０～Ｓ６８における各処理の内容は、既に述べた通りである。
【００４８】
　作成されたシェーマはレポートに記載されるか添付された形態にて、当該レポートと共
に保存される（ステップＳ７）。
【００４９】
　以上述べた構成によれば、以下の効果を得ることができる。
【００５０】
　本医療用レポート作成システムでは、予め登録されたシェーマ雛形を変形等させること
により、所望の形状や色彩等を有するシェーマを作成する。従って、診断画像を確認しな
がら全ての情報を手書き入力する必要がない。また、複数の典型的なシェーマパターンか
ら選択する場合に比して、多大な量のパターンから選択する必要がなくなり、より詳細な
シェーマを迅速且つ簡便に作成することができる。その結果、レポート作成者の作業負担
を軽減させることができると共に、レポートに記載又は添付するシェーマの情報としての
品質を向上させることができる。
【００５１】
　また、本医療用レポート作成システムでは、シェーマ雛形を任意の形状に変形すること
ができるため、診断部位が複雑な形状を有する場合であっても対応することができる。ま
た、所望の領域に所望の色彩等を割り当てることができるため、例えばハードプラークと
ソフトプラークとを色彩等で区別することができる。その結果、あらゆる症例に対応する
シェーマの作成を、迅速且つ容易に実現することができる。この実益は、マニュアル操作
によるシェーマ雛形上への図形等の記入と組み合わせることで、さらに顕著である。
【００５２】
　また、本医療用レポート作成システムでは、多層雛形により、診断対象の形状的、定量
的、定性的等の各種特徴のそれぞれに各層雛形を割り当てたシェーマ作成を実行する。従
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って、一つのシェーマで様々な所見（診断情報）を反映したシェーマを、各所見を混同す
ることなく迅速且つ簡便に記入することができる。その結果、レポート作成者の作業負担
を軽減させることができると共に、レポートに記載又は添付するシェーマの情報としての
品質を向上させることができる。
【００５３】
　さらに、本医療用レポート作成システムでは、変形処理の任意の段階において、所望の
位置の断面形状を生成し表示することができる。従って、操作者は、詳細なシェーマを迅
速且つ簡便に作成することができ、レポートに記載又は添付するシェーマの情報としての
品質を向上させることができる。
【００５４】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　以上本発明によれば、医療用レポート作成を、従来に比して簡単且つ迅速に実現するこ
とができる医療用レポート作成システム、当該システムを内蔵する超音波診断装置、医療
用レポート作成プログラムを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】図１は、本実施形態に係る医療用レポート作成システム１の構成を示したブロッ
ク図を示している。
【図２】図２は、単層雛形を用いたシェーマ編集処理の概念を説明するための図である。
【図３】図３は、単層雛形を用いたシェーマ編集処理の概念を説明するための図である。
【図４】図４は、多層雛形を用いたシェーマ編集処理の概念を説明するための図である。
【図５Ａ】図５Ａは、多層雛形を用いたシェーマ編集処理の概念を説明するための図であ
る。
【図５Ｂ】図５Ｂは、多層雛形を用いたシェーマ編集処理の他の例を説明するための図で
ある。
【図５Ｃ】図５Ｃは、多層雛形を用いたシェーマ編集処理の他の例を説明するための図で
ある。
【図６】図６は、シェーマ編集機能によって実行される断面作成処理を説明するための図
である。
【図７】図７は、シェーマ編集処理を含むレポート作成において実行される各処理の流れ
を示したフローチャートである。
【図８】図８は、ステップＳ６におけるシェーマの作成処理の流れを示したフローチャー
トである。
【符号の説明】
【００５７】
１…医療用レポート作成システム、２…操作部、３…表示部、４…送受信部、５…制御部
、６…画像処理部、７…レポート作成部、８…画像データ記憶部、９…レポート記憶部、
１０…シェーマ雛形記憶部、１１…シェーマ編集部、１１０…シェーマ雛形変形処理部、
１１１…ペイント処理部、１１２…断面作成部
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